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 国土交通省「平成22年度における建設工事事故防止の
 ための重点対策の実施について」の協力依頼について

 当協会の事業.活動につきましては、平素より格別のご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて、このたび国土交通省から当協会長あてに、別添1の平成22年3月31日付け国

 富技第335号「平成22年度における建設工事事故防止のための重点対策の実施」によ
 り、工事全般にわたる事故防止の観点から、関係団体が実施する対策への取り組みついて、
 別添1のとおり協力依頼がありました。

 また、厚生労働省建設安全対策室長より、別添2のとおり本通達に係る文書の送付があ
 りました。

 本通達においては「建設工事に従事する労働者に対する安全衛生教育に関する指針」に

 基づく建設従事者に対する安全衛生教育の実施の推進、建設業労働安全衛生マネジメン.ト
 システム(COHSMS:コスモス)の導入の推進等が引き続き、平成22年度の重点対
 策とされております。

 つきましては、これらの通知に基づく対策の円滑な実施について、協力方よろしくお願
 いいたします。
 なお「建設業労働安全衛生マネジメントシステム等の導入の推進」の事項における会員

 各社に対するコスモスの導入の働きかけ等に際しては、下記に留意してくださるようお願いいたし
 ます。

記

 1コスモスは、店仕と作業所(作業現場)を一体とした組織をシステム確立の単位
 とするなど、建設業の特性に対応した唯一の労働安全衛生マネジメントシステムで

 あることを説明すること。

 2コスモスに係る書籍、研修講座、支援サービス及びコスモス認定のチラシ(コス
 モスを実施・運用するためのツール)、パンフレット(コスモス認定のご案内等)

 等の活用を図ること。

 3都道府県、市町村に対して、公共工事の入札資格審査等の加点対象項目に労働安
 全衛生マネジメントシステムの認定取得を加えることの要望、要請等を行う場合は、
 1の内容を十分に説明し、建設業の認定取得ではコスモス認定が適していることを

 併せて説明すること。
以上
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 平成22年度における建設工事事故防止のための重点対策の実施について

 建設工事の事故防止にあたっては、平成4年7月に「公共工事の発注における工事

 安全対策要綱」を策定し、その後、「土木工事安全施工技術指針」を改定し、また、

 平成8年1月から「事故データベース」の整備等を行ってきたところです。また、事
 故の減少・再発防止や請負者の安全管理の推進を支援することを目的として、平成1

 2年2月に「建設工事事故対策検討委員会」(委員長塩井寺武八戸工業大学名誉教

 授)を設置し、「事故データベース」を活用した様々な検討を行っているところです。
 国土交通省においては、同委員会において特に事故が多発している墜落事故、重機

 事故、交通事故及び飛来落下事故について重点対策を実施することが提唱されたこと

 などを踏まえ、平成12年度から年度ごとに重点対策を実施してきたところです。今

 般、'同委員会における検討などを踏まえ、平成22年度における重点対策として国土
 交通省の直轄土木工事を対象に下記の「I.発注者が実施する対策」を実施すること
 としました。

 貴団体におかれま.レては、工事全般にわたる事故防止の観点から「1I.関係業団
 体が実施する対策」について取り組んで頂けるようご協力願います。
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一記

 I発注者が実施する対策

 1.交通事故防止重点対策

 ・これまでに収集した事故事例、分析結果及び事故防止対策の好事例を周知し、
 各現場条件に適した事故防止対策を適切に実施できるように安全協義会等に
 おいて働きかける。

 2一足場からの墜落事故防止重点対策

 ・足場(足場の機能を有する支保工を含む。以下同じ。)の施工にあたり、「手

 すり一先行工法等に関するガイドライン(厚生労働省平成21年4月)」によ
 るものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時にぼ、常時、金ての
 作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置すること、及び
 必要な点検を行うことを安全協議会等において働きかけるとともに、必要に応
 じその点検結果の確認等を行う。

 3.法面からの墜落事故防止重点対策

 ・大規模または特殊法面工事においては、必要に応じてJ工SA8972(斜面・法面
 工事用仮設設備)による昇降設備、構台等の設置を推進し、適切に必要な費用
 を計上する。

 4.飛来落下事故防止重点対策

 ・チェックリスト等による玉掛け方法、玉掛け用具の点検を図るように安全南
 議会等において働きかける。

 5.工事事故防止に係る広報活動の推進

 ・工事現場で請負者が行う工事事故防止g取り組み(事故ゼロ宣言等)に.
 ついて、看板の設置などにより、現場作業員や周辺住民に周矢口することを安
 全協議会等において働きかける。

 6.安全活動の評価

 ・直轄工事において、請負者から提出された安全活動の創意工夫の成果を、
 工事成績評定の判断材料の1つとする。.(各種チェックリストの活用等)



 ■関係業団体が実施する対策

 ユ.交通事故防止重点対策

 ・関係業団体は、会員各社に対して、現場あ状況を十分勘案し、一途転者の注意を
 喚起する効果的な方法(回転灯や電光表示板等)と車輌の制動抑止を図る方法
 を組み合わせる等により、有効な交通事故対策を実施するよう働きかける。

 2.重機事故防止重点対条

 一(1)ステッカ』運動の推進

 ・関係業団体は、会員各社に対して「誘導なしではバックしない」をうたった

 ステッカーを貼付し、安全教育と勢異的に組み合わせ、重機オペレーターの安
 全意識を高めることを推奨する。

 (2)重機との接触事故の防止対策の推進…

 ・関係業団体は、会員各社に対して、現場の状況を十分に勘案し、重機の接近。

 を知らせる警報装置を有効に活用する等により、重機と作業員との接触事故防
 止対策を実施するよう働きかける。

 3.足場からの墜落事故防止重点対策

 ・関係業団体は、会員各社に対して、足場の施工にあたり、「手寺り先行工法
 等に関する1ガイドライン(厚生労働省平成21年4月)」によるものとし、
 足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、常時、全ての作業床におい
 て二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置するよう働きかける。

 ・関係業団体は、会員各社に対して足場の施工計画の充実を図るよう働きかけ
 るとともに、一足場の組立完了時及び供用申の日々の安全管理に足場のチェック
 リスト等を現場に備え付けて効果的に活用し、十分な知識と経験を有する者に
 より足場の点検を行い、その点検記録を保存するよう働きかける。

 4.法面からの墜落事故防止重点対策

 (1)昇降設備の設置の推進
 ・関係業団体は、会員各社に対して親綱の固定箇所・安全帯付け替え箇所への
 安全な移動のため、大規模及び特殊法面工事においては、必要に応じて
 .JISA8972(斜面・法面工事用仮設設備)による昇降設備、構台等を設置し、施
 工することを推奨する。



 (.2)法面施丁管理技術者の軍格取得
 ・関係業団体は、会員各社に対して作業計画及び作業σ質の向上牽目的≒して、

 法面施工管理技術者の資格の取得を推奨する。

 (3)法面工事用仮設設備に関する安全対策

 ・.関係業団体は、会員各社に対して、法面工事用の仮設設傭を設置する場合に一
 .はJ工SA8972(斜面・法面工事用仮設設備)が制定された一ことが周知されるよ
 う働きかける。

 5.飛来落下事故防止重点対策

 ・関係業団体は、会員各社に対して、.チェックリスト等に一よる玉掛け方法、玉掛

 け用具の点検を図るよう働きかける。

 6.各種事故共通重点対策。

 (1)現場管理者、技能者、建設従事者等を対象とした安全教育の推進

 ア建設従事者に対する安全衛生教育の実施'
 ・。関係業団体は、会員各社に対して労働者の不安全行動の防止の観点から労

 一働者が守らなければならない事項等を周知徹底するため厚生労働省が推奨レ
 ている建設業労働災害防止協会が定める指針に基づく建設従事者に対する安
 全衛生教育を受けるよう働きかける。な挿、直轄工事においては、引き続き
 一定規模以上(常時労働者が20人以上)の現場では、例えば、外部機関(建
 設業労働災害防止協会等)を活用した当該教育を実施するよう働きかけ一る。

 イ技能者等に対する再教育の推進
 ・関係業団体は、一就業制限業務及び作業主任者を選任する業務における資格
 '者の配置のみならず、資格取得後'定期間経過した資格者については、次に
 掲げる再教育を受けるよう働きかける。

 ①労働安全衛生法第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者等に対
 する能力向上教育

 ②労働安全衛生法第60条の2に基づく車両系建設機械運転業務従事者、移

'

 動式クレーン運転士、玉掛業務従事者等に対する危険有害業務従事者教育
 ③厚生労働省通達に基づくドラグ・ショベル運転業務従事者等に対する危険
再認識教育

 ウ現場管理者等に対する教育の推進
 ・関係業団体は、職長又は安全衛生責任者については、労働安全衛生法第
 60条等に基づく職長・安全衛生責任者教育を受けるよう働きかける。



 (2)建設業労働安全衛生マネジメントシステム等の導入め推進
 ・関係業団体は、会員各社に対して「建設業労働安全衛生マネジメンートシステ

 ム(COHSMS:コスモス)」等を導入す一るよう働きかける。.

 I(3)表彰制度の推進

 ・関係業団体は、会員各社に対して安全管理に努めた人を表彰する等の各社が
 実施している安全意識向上運動をさらに推進するよう働きかける。

 (4)工事事故防止に係る広報活動の推進
 ・関係業団体は二会員各社に対して現場における請負者が行う工事事故防止の
 取り組み(事故ゼロ宣言等)に関する看板等の設置を推進することによ'り、工
 事現場の事故防止の取り組みについて現場作業員や周辺住民に周知するよう
 働きかける。

 (5)安全活動に係る創意工夫の成果の提出
 ・関係業団体は会員各社に対して、工事完成時までに上記対策の実施など安全
 活動に係る創意工夫の成果を発注者に提出するよう働きかける。

以上


